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壬生町町民活動支援センター
「みぶりん」移転のお知らせ

まちトピ

11月は年金月間です

秋の火災予防運動

おもちゃ団地チャリティーバザール

企画展 子爵鳥居忠文とハワイ王国

各課からのおしらせ

図書館からのおしらせ

子育て支援センターつばめ・
児童館からのおしらせ

11月16日～12月15日カレンダー

表紙写真：10月4日（土）に開催された「おも
ちゃDEアハハ」の様子です。来場者はキッ
チンカーで美味しいフードを堪能したり、ワ
ークショップに参加したりして、終始楽しそ
うに過ごしていました。
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　壬生町ゆうがおマラソン大会の開催に伴い、以下のとおり交通規制を実施します。
　本大会は、ゲストランナーにシドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんを迎えて行うた
め、多くの参加者および来場者が見込まれます。

第14回壬生町ゆうがおマラソン大会

12月７日（日）午前9時～12時30分（予定）
※雨天決行

コース上は原則、車両全面通行止め
県道宇都宮・栃木線は、宇都宮方面片側一車線通行規制
下記のとおり町公式ウェブサイトにも掲載しています
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2023111100016/

日　　　時

交 通 規 制

交通規制図

交通規制のおしらせ交通規制のおしらせ

◎問合せ　壬生町ゆうがおマラソン大会実行委員会事務局（町スポーツ振興課）
　　　　　☎（82）2345　FAX（82）2706
　　　　　メール sports@town.mibu.tochigi.jp

ご理解・ご協力を
お願いします

交通規制のおしらせ
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壬生町合併70周年記念

たかはしなお  こ

（C）2024ZENRIN（Z05E-第386号）



　令和７年地価調査結果が公表されたので、壬生町の
内容についてお知らせします。
　地価調査は、国土利用計画法施行令に基づき、栃木
県知事が７月１日を基準日として調査したものです。
　この価格が民間の土地取引の目安となり、公共事業
の用地取得の基準になります。

※関係図書については、町総合政策課での閲覧や県ウェブサイト（右記二次元コード）で確認できます
　県ウェブサイト　トップページ「くらし・環境」→「土地」→「地価」→「地価調査結果」

第１種中高層住居専用地域
　○ 表町1928番２〔表町11- 46〕  

第１種低層住居専用地域
　○壬生丁字六美117番24  
　○ 緑町１丁目1022番24〔緑町１-４-11〕

第１種住居地域
　○ 中央町327番３〔中央町２-15〕 

近隣商業地域
　○ 中央町1343番６外〔中央町７-18〕  

市街化調整区域
　○ 羽生田字前川原2346番４外  
　○ 北小林字上新田1161番132

30,400円（変動率：＋0.99％）

34,300円（変動率：＋0.88％）
41,000円（変動率：＋1.20％）

35,000円（変動率：＋0.57％）

41,000円（変動率：－0.48％）

12,600円（変動率：－0.78％）
41,000円（変動率：＋1.23％）

● 価格判定基準日
● 調査地点の名称
● 調査地点数
● 公表日
● 基準地の価格

令和７年
７月１日
基準地
町内７地点
９月17日（県公報）
１平方メートル当たりの価格

地 価 調 査 土地の標準価格
を公表

　令和８年１月21日（水）、壬生町町民活動支援センター「みぶりん」
は役場旧庁舎跡地「ふらっと壬生テラス」に移転します。
　移転後は、「壬生町町民活動支援センター」として開館する1階に地
域で起業・創業を目指す人のための「チャレンジショップ」と、地域の
交流や賑わいを創出する場となる「コミュニティカフェ」を新設し、2
階に町民活動を支援する拠点として「みぶりん」の事務所と会議室を開
設します。引き続き皆さんの利用をお待ちしています。
　なお、移転に伴い、令和８年１月16日（金）～１月20日（火）の期間を
臨時休館とします。

※「ふらっと壬生テラス」とは、まちなか創生の拠点として施設整備を進めている役場旧庁舎跡地の愛称で、みん
ながふらっと立ち寄れる、明るく風通しの良い中心部をイメージして名付けられました

◎移転先・問合せ

壬生町町民活動支援センター
「みぶりん」移転のおしらせ「みぶりん」移転のおしらせ「みぶりん」移転のおしらせ

壬生町町民活動支援センター（通町12番22号）　ふらっと壬生テラス　内　
☎（21）8731　FAX（21）8732　メール miburin@bz04.plala.or.jp
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◎問合せ　総合政策課企画調整係　☎（81）1873 県ウェブサイト



月７日（日）に城址公園ホール（壬生中央
公民館）にて定期演奏会を開催し、450

名を超えるたくさんの来場者がありました。
　今回の演奏会は「音楽で世界の旅」をテーマ
に、吹奏楽を通じて行ったことのない異国の土
地の情緒あふれる音楽を演奏しました。
　来場者は演奏を聴き、心の中に世界旅行を連
想し、楽しんでいたのではないでしょうか。

第８回定期演奏会が開催されました
9

見アイ子さんが９月４日（木）に100歳の誕生日
を迎え、入所先の施設を小菅町長が訪問し、

長寿をお祝いしました。
　アイ子さんの祝百寿のお祝いは、家族をはじめ、
施設に入所している方や多くの職員の方がホールに
集まり賑々しく行われました。そして町長からアイ
子さんへ祝百寿の賞状が手渡されると、ホールは大
きな拍手に包まれました。
　町長が「これからも長生きしてくださいね」と声
を掛けると、「はい」と答え、固い握手を交わしました。
　これからも健やかに長生きをしていただきたいと
思います。

北見アイ子さん100歳おめでとうございます
北

町では、敬老事業として100歳を迎えられた方の長寿をお祝いしています。

きた   み    あ    い    こ

◎みぶ吹奏楽団ウェブサイト
　http://mibusuisogakudan.web.fc2.com/

みぶ吹奏楽団では一緒に音楽を楽しんでくれる仲間を募集していま
す。高校生以上で、楽器を用意できる方ならどなたでも歓迎します。

きいき壬雷クラブ連合会（柏崎征康会長）は、８月26日（火）に宇都宮市文化会館で開催された活動
発表大会で「かんぴょう踊り」を披露しました。

　壬生町合併70周年の節目の年を迎えたことを記念し、この機会に他市町老連の皆さんに「かんぴょう踊り」
を知ってもらおうと、役員２名と藤
井ゆうがおクラブ（野中耕作会長）
の会員12名で参加しました。当日は
藤井干瓢音頭保存会会長の栃木勝さ
んも応援に駆け付けてくれました。
　参加者は「代表として中途半端な
踊りはできない！」と直前まで練習
を重ね、本番では息の合った見事な
踊りを披露しました。

第28回栃木県老人クラブサークル活動発表大会で

い

※いきいき壬雷クラブ連合会加入単位クラブには、仲間づくりを基本とする「生きがいづくり」、「健康づくり」、「地域づくり」を
目指した活動に参加できる概ね60歳以上の方であればどなたでも入会できます。ぜひ、友達を誘って入会してください
◎問合せ　いきいき壬雷クラブ連合会事務局　☎（82）7899

「かんぴょう踊り」を披露

みぶ吹奏楽団

左から　北見さん　小菅町長

の なか こう さく

とち ぎ まさる

かしわざきゆきやす
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月４日（月）および９月８日（月）にとちぎ女性
農業委員の会および栃木県農村女性会議よ

り、壬生町農業委員会（大橋好一会長）に対し令和
８年度農業委員会の改選に関する女性委員登用の要
請書を受け取りました。
　令和８年７月に現委員は任期満了を迎えるため、次
期農業委員の選任および農地利用最適化推進委員の
委嘱にあたり農業・農村の振興に熱意を持って取り組
む行動力のある女性の登用の要請がありました。

女性農業委員・女性農地利用最適化推進委員の選任等に関する

8

○C柊あおい

左から　とちぎ女性農業委員の会　興野会長　大橋会長

おおはしこういち

要請書を受け取りました

の協定により、大規模災害時に迅速かつ適切
な支援を受けられる体制を整え、避難所生活

の改善や復旧活動の円滑化が期待されます。
　地域社会との連携を深めながら、安心して暮らせ
る街づくりを目指して今後も防災力の向上に取り組
んでいきます。

こ

左から　小菅町長　㈱アクティオ　上席執行役員首都圏支社長　高野博勝さん
たかのひろかつ

株式会社アクティオと
「災害時におけるレンタル
機材の提供に関する協定」
を締結しました

月21日（木）、宇都宮市文化会館大ホールで栃木県民福祉
のつどいが開催され、長年、地域福祉の向上に尽力した

町民および町社会福祉施設等の従事者から、17名の方が受彰し
ました。また、同日つどいに参加した４名の方が町長に表敬訪
問を行いました。
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第31回 ◎栃木県知事表彰
　〇民生委員・児童委員
　　・刀川　和子　さん
　　・斎山　雅　さん
　　・網野　好子　さん
　〇社会福祉施設・団体またはその従事者
　　・小谷野　和哉　さん
　　・大久保　尚彦　さん
　　・羽賀　真由美　さん
　　・増山　美幸　さん
　　・野澤　慶子　さん
　　・鈴木　一也　さん
　　・澤瀬　美里　さん
◎栃木県社会福祉協議会会長表彰
　〇社会福祉法人・施設・団体関係功労者
　　・仲山　佑華　さん
　　・早川　夕貴　さん
　　・荒川　知英　さん
　　・福田　美希子　さん
　　・荒川　明美　さん
◎栃木県ひとり親家庭福祉連合会会長表彰
　〇母子寡婦福祉関係功労者
　　・清野　光子　さん
◎栃木県共同募金会会長表彰
　〇共同募金功労者
　　・小林　德二　さん

たちかわ      かず こ

さいやま      まさ

あみ の        よし こ

  こ   や   の        かず や

おお  く   ぼ       たかひこ

  は   が         ま   ゆ   み

ましやま        み ゆき

  の ざわ       けい こ

すず  き        かず や

さわ  せ         み さと

なかやま        ゆ   か

はやかわ        ゆ  き

あらかわ      ともひで

ふく だ          み   き   こ

あらかわ      あけ み

せい の         みつ こ

こばやし    とく じ左から　後列　斎山さん　網野さん
　　　　前列　清野さん　小菅町長　櫻井社会福祉協議会長　小林さん

栃木県民福祉のつどいで表彰栃木県民福祉のつどいで表彰栃木県民福祉のつどいで表彰
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加入者は職業等によって３つの種別に分かれ、それぞれ届出先が異なります。
種　　別

第１号被保険者

加入資格

下記以外の方 住民課国保年金係
または稲葉・南犬飼出張所

第２号被保険者 会社員・公務員等 勤務先
第３号被保険者 会社員・公務員等の被扶養配偶者 配偶者の勤務先

届 出 先

　会社を退職した方（厚生年金被保険者資格を喪失）や、会社を退職した方に扶養されていた配偶者は、国民年金
の加入手続きが必要です。

　年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」を利用すると、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、
自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のウェブサイトで確認するか、栃木年金事務所に問合せてください。
＜海外在住・身体等に障がいのある皆さん　ねんきんネットで年金相談ができます＞
　日本年金機構では、「海外在住の方」および「聴覚や発話等の障がいや、身体等に障がいがあり、電話や年金事務
所窓口での相談が難しい方」を対象に、ねんきんネットによるオンライン文書相談の試行実施をしています。
　本サービスは、マイナポータル経由でねんきんネットでログインし、ねんきんネットの入力フォー
ムに相談内容を登録することで、後日、日本年金機構からの回答がねんきんネットに届くものです。
　詳細は日本年金機構のウェブサイト「「ねんきんネット」によるオンライン文書相談のご案内（試
行実施中）」を確認してください。

　自営業・学生等の方は国民年金の第１号被保険者となり、日本年金機構から送付される納付書等で保険料を納め
ます。（月額17,510円：令和７年度）
　　　　　　　  → 金融機関（ゆうちょ銀行を含む）およびコンビニエンスストアで納付
　　日本年金機構から送付される納付書で納めます。２年分・１年分・半年分をまとめて前納すると保険料が割引
　になります。
　　　　　　　　　　　　  → 指定金融機関から翌月末振替
　　金融機関からの口座振替により、納め忘れを防止できます。現金納付より割引率の高い2年分・1年分・半年 
　分の前納のほか、早割納付（当月末振替：50円割引）も選択できます。

　　クレジットカード納付や、ペイジーによるパソコン・スマートフォン・ＡＴＭを利用した電子納付があります。
　（詳しくは、日本年金機構のウェブサイトを確認してください。）

11月は年金月間です11月は年金月間です11月は年金月間です

　国民年金は、日本国内に住む20歳～60歳の方が加入する公的な社会保障制度であり、
老後や傷病の際に生活の経済的支えとなります。

11月30日は「年金の日」
い 　い　 　　　み ら い

　保険料の納め忘れが続くと、老後に受給できる年金額が少なくなったり、障害年金や遺族年金を受給できなくな
ったりする場合があるので、保険料は納付期限内に忘れずに納めましょう。
※納付期限は翌月末です。２年を経過すると時効により納めることができなくなります
【付加保険料】
付加保険料（月額400円）を納付すると、老齢基礎年金を受給する際に付加年金が加算されます。
付加年金受給額（年額）　　200円×付加保険料納付月数
◎付加保険料の納付を希望する方（第1号被保険者・任意加入者）は、届出が必要となります。
◎国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
◎納付期限（対象月の翌月末）を経過しても2年間は付加保険料を納付することができます。

1 現金納付
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2 口座振替による納付

3 その他の納付方法

国民年金保険料の納付方法は…？

国民年金の加入手続きを忘れずに！

ねんきんネットを活用してください！

国民年金保険料の納付方法は…？

国民年金の加入手続きを忘れずに！

ねんきんネットを活用してください！



◎問合せ
◆ねんきんダイヤル
●栃木年金事務所お客様相談室
●住民課国保年金係

☎0570（05）1165
☎（22）4131（音声案内後①→②）
☎（81）1827

…………………………
…………

…………………………

～～～～～～～～～

　国民年金は、老後や傷病・死亡の際の生活を３つの基礎年金（老齢・障害・遺族）でサポートします。支給
を受けるためには、一定の納付要件が必要です。

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

受給資格期間が10年以上になりました
　国民年金保険料を20歳～60歳まで納付し、65歳から生涯受給する年金です。受給する
ためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。
　　　受給額（年額）　　831,700円（令和７年度：40年間納付した場合）
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は年額829,300円

　国民年金加入中（20歳前や老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満
を含む）に、病気やケガで一定の障がいの状態になってしまった場合、受給できる年金です。生
計を維持されている子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。
　　　受給額（年額）　　１級の障害の場合　　　　1,039,625円
　　　　　　　　　　　　２級の障害の場合　　　　　831,700円
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は１級：1,036,625円、２級：829,300円

　国民年金に加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その方
に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給する年金です。子の人数に応じた
額の遺族基礎年金が受給できます。
　　　受給額（年額）　　配偶者と子（１人）の場合　1,071,000円
※年額831,700円に子の加算額239,300円を加算した金額
　昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合は829,300円に子の加算額を加算した金額
　　　　　　　　　　　　子（１人）の場合　　　　　　831,700円
※昭和31年４月１日以前に生まれた方は年額829,300円
※子とは、18歳未満または障害のある20歳未満の子をいいます

制 　 　 度
対　象　者
期　　　間

審 査 対 象
( ※ ２ )

内　　容

学生納付特例制度
学生（※１）
４月～翌年３月

被保険者の前年所得
［必要添付書類］
学生証のコピーまたは在学証明書

保険料が納付猶予
となります（※４）

※１：定時制、１年間就学制、その他の非対象学校を除く
※２：審査対象の中に退職（失業）した方がいる場合、その方の所得を審査対象から除外することがで
　　きます（必要添付書類：雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)
※３：一部免除の場合、指定された保険料を納付しないと免除該当となりません
※４：年金の受給資格期間に算入されますが、老齢年金の受給額には反映されません

　国民年金には、保険料の納付が困難な場合に保険料を免除・納付猶予する制度があります。免除・納
付猶予が承認されると年金の受給資格期間として算入されるほか、保険料を納付できる期間が10年間に
延長されます。（３年度目以降は加算額がつきます。）
　老後の生活や万一の病気・ケガの際に困らないためにも、保険料を未納のまま放置せず、免除・納付
猶予制度を利用してください。

納付猶予制度
学生以外の方（50歳未満の方）

保険料が納付猶予
となります（※４）

７月～翌年６月

・被保険者
・配偶者の前年所得

保険料免除制度
学生以外の方
７月～翌年６月

保険料の全額か一部
（1/4・半額・3/4）が
免除されます（※３）

・被保険者
・配偶者
・世帯主の前年所得
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保険料の納付が困難なときは、免除申請を！保険料の納付が困難なときは、免除申請を！

生活を支えるさまざまな基礎年金生活を支えるさまざまな基礎年金



控除証明書に関する問合せは「ねんきん加入者ダイヤル」にお願いします。
　　●年金加入者ダイヤル　☎0570（003）004（ナビダイヤル）
　　※一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます
　　●050で始まる電話からかける場合　☎03（6630）2525
　　※通常の通話料金がかかります
＜受付時間＞　月曜日～金曜日　　午前８時30分～午後７時
　　　　　　　第２土曜日　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　　　　※土日祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日は利用できません
公的年金の源泉徴収票の紛失・再交付に関する問合せは、「ねんきんダイヤル」までお願いします。
　　●ねんきんダイヤル　☎0570（05）1165（ナビダイヤル）

　日本年金機構では、国民年金保険料の納付・免除促進の一部業務について、民間事業者へ委託しています。
　これは、国が行っていた国民年金保険料の納付・免除促進の一部業務を民間事業者に委託することで、創意
工夫や独自ノウハウの活用により、低コストでより良いサービスの提供を目指すものです。

【注意点】
・民間事業者の担当者が国民年金保険料の案内を行う際には、事業者名および氏名を名乗ったうえで、本人確認を
します。
・民間事業者の担当者が訪問することや現金を預かることはありません。令和5年5月以降、民間事業者による訪問
業務を廃止しています。
・民間事業者の担当者が、手数料を要求すること、金融機関やコンビニエンスストアにおいてATM操作をお願いす
ること、基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書、通帳やキャッシュカード等を預かることもありません。
・日本年金機構から、民間事業者に提供している個人情報は、案内を行ううえで必要となる国民年金保険料の納め
忘れのある方の情報に限定しています。
・民間事業者に対しては、「日本年金機構法」や本事業に係る委託契約書等で、目的外の使用や閲覧、複写等を禁
じるなど、情報の漏えい防止のために厳格な安全管理措置を講じています。
・民間事業者は、プライバシーマークを取得しています。
・国民年金保険料の納付について、民間事業者に問合せる場合は、送付されてきた郵送物等を用意してください。

日本年金機構では 国民年金保険料の案内を

《案内する委託事業者（栃木年金事務所管内）》
○事業者名　株式会社アイヴィジット
◎問 合 せ　☎0570（550）987
※民間委託事業についての詳細や、その他の地域を担当する委託事業者については、日本年金機構のウェ
ブサイトまたは近くの年金事務所で確認してください

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において社会保険料控除の対象となります。控除を受けるには、
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられているので、年末調整や確定申告の際には、必ず控除証明書
（または領収証書）を添付してください。
　家族の国民年金保険料を納付した場合も、申告者の社会保険料控除に加えることができるので、家族宛てに送
られた控除証明書も忘れずに申告しましょう。

　１月１日～12月31日に納付した国民年金保険料（過年度分を含む）全額が
社会保険料控除の対象となります。

　電話・文書による納付案内を行う場合があります。
◎国民年金保険料の納付（未納）状況に関する納付の案内
◎国民年金保険料免除・納付猶予制度の案内

主な業務

『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』
の送付について
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しています民間委託

　１月１日～９月30日の間に国民年金保険料を納付した方については10月下旬～11月上旬頃に、10月
１日～12月31日の間に国民年金保険料を納付した方については翌年２月上旬頃に、日本年金機構から『社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書』が送付されます。
※ねんきんネットで事前に電子送付希望の登録を行った場合は郵送されません



※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始（12月29日～１月３日）は除く

◎問合せ　住民課　☎（81）1824
　受付時間　平日午前８時30分～午後５時15分

※月曜日の午後５時15分～７時および休日は本庁のみでの受付となります
※休日はマイナンバーカード交付・申請以外の業務は対応していません

受付日 受付時間
月曜日
火曜日～金曜日

午前８時30分～午後７時
午前８時30分～午後５時15分

平 日

休 日 11月15日（土）
11月30日（日）

午前９時～11時30分

11月マイナンバーカード交付・申請日程

　マイナンバーカード
　数字４桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書暗証番号）

　全国のコンビニエンスストア等（セブンイレブン、ローソン、ファ
ミリーマートなど）
※マルチコピー機（キオスク端末）が設置されている店舗に限られます

毎日午前６時30分～午後11時（年末年始12月29日～１月３日を除く）

必要なもの

利用できる場所

交 付 時 間

取得できる証明書 手数料は１通200円
証明書の種類 対 象 者 備　　　考

住民票の写し 本人
同一世帯の方 ・転出者、死亡者、住民票コード入りは取得できません。

印鑑登録証明書 本人 ・壬生町で印鑑登録をしている方が対象です。
所得証明書（※）
住民税決定証明書 本人 ・最新年度のみの発行となります。

・申告等により税情報がある方。

各種証明書の コンビニ交付が 便利 です！コンビニ交付 便利

（※）自治体システム標準化に伴い、令和7年7月28日から児童手当用所得証明書は廃止となったため、
コンビニ交付により取得できる所得証明書を使用してください

　宇都宮市、上三川町、壬生町、下野市の４市町の窓口で「住民票の写し」と「戸籍謄抄本」の相互
交付が受けられる「宇都宮地区広域交付事業」は、12月26日（金）をもってサービスを終了します。今
後はコンビニ交付サービスや戸籍の広域交付、郵送請求を利用してください。
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宇都宮地区広域交付事業終了について



農業者なら広く加入できる
　農業に従事している方であれば広く加入す
ることができます。農地を持っていない配偶
者や後継者の方のみでも加入することが可能
です。また、個人型確定拠出年金（iDeCo）
と違い任意脱退も可能ですが、脱退一時金は
なく、将来年金として受け取ることとなります。
〈加入要件〉
ア、年間60日以上農業に従事していること
イ、国民年金第１号被保険者であること（た
　だし国民年金保険料納付免除者を除く）
ウ、20歳以上60歳未満の方
※上記アに該当する60歳以上65歳未満の国
民年金任意加入者も加入可
積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に
強い
　旧制度の農業者年金は、年金受給世代の年
金を現役世代の保険料でまかなう賦課方式で
したが、改正後は自分で積み立てた保険料を
将来受け取る確定拠出型の積み立て方式へと
生まれ変わりました。

保険料は月額２万円（35歳未満で政策
支援加入の対象とならない方は１万円）
～６万７千円の間で、千円単位で自由に決
められ、いつでも保険料の見直しが可能

終身年金（80歳前に亡くなった場合は、
死亡一時金がある）

税制面での優遇措置があるため、節税効
果が大きい
　農業者年金は、民間の個人年金保険とは大
きく異なり、税制面でさまざまな優遇措置を
受けることができます。
① 支払った保険料が全額社会保険料控除
※配偶者や後継者などの生計を同一にする方
の掛け金も対象となります
② 年金資産の運用益も非課税
③ 受け取る年金も公的年金等控除の対象
④ 死亡一時金は非課税

一定の要件を満たす農業者には保険料の
国庫補助がある

　長寿社会がますます進行する現在、安心して老後生活を送るためには将来の生活費の確保は重要な
課題の一つです。また、この少子高齢時代に将来の年金に不安を抱えている方も多いと思います。そ
こで老後生活に備えるための一つの手段として「農業者年金」を紹介します。

　年間60日以上の農業従事者などの加入資格に合えば、専業でも兼業でも加入ができる制度です。
　配偶者、パート、アルバイト、後継者とその配偶者の加入も検討してください。

～農業者年金で不安を減らし安心な老後生活を～

農業者年金

◎問合せ　・独立行政法人　農業者年金基金　　☎03（5919）0331
　　　　　・壬生町農業委員会事務局　　　　　☎（81）1875
　　　　　・ＪAしもつけ　壬生支店　　　　　☎（82）1111

農業者年金の６つのポイント

ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？

1

2

4

6

3

5

６つのポイント
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農業者年金

安心と安全の保証付車検を提供する まごころサービス
関東陸運局指定民間車検場　鈴木自動車販売

フリーダイヤル（通話料 当社負担）0120-12-0798

って



「令和７年度インフルエンザ・新型コロナ
ウイルス予防接種費用の助成について」の

広報みぶ10月号

一部訂正について

畦畔・のり面・耕作放棄地の草刈りは忘れずに!!
　気温が下がり乾燥する時期となりました。
　農地の手入れがされず雑草が枯れると、乾燥による火災の可能性が高くなります。
また、有害鳥獣のすみかになるなど、周辺の農地や地域住民の方に迷惑をかけること
になります。農地の雑草について困っている方がたくさんいて、田畑の畔、のり面、
農地の雑草について、問合せが多く寄せられています。農地の所有者、耕作者の皆さ
んには、農地の適正な利用・管理にご理解とご協力をお願いします。

農地の適正な利用・管理のお願い

◎問合せ　農業委員会事務局農地調整係　☎（81）1875
　　　　　町シルバー人材センター　　　☎（82）4682

　自身での除草等の管理が困難な場合は、町シルバー人材センターでも作業を請け負っている
ので、一度相談してください。
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農地の適正な利用・管理のお願い農地の適正な利用・管理のお願い

●国の制度で安全確実
●掛金が一部免除
●電子申請方式で手続き簡単

主な特長

Catalog Pocket（カタポケ）
https://www.catapoke.com

■音声読み上げ＆自動翻訳サービス

ios webandroid

広報みぶがスマホやパソコンで読めます

医療機関名 電話番号 こどもイン
フルエンザ

（81）0001
 （86）3966
 （25）8811

○
○
○

○
○
○

（○印のある医療機関で予防接種を受けられます）

高齢者インフル
エンザ（定期）

新型コロナウ
イルス（定期）

あかりこどもクリニック
グリーンクリニック
みぶ整形外科クリニック

医療機関一覧
　広報みぶ10月号26頁の医療機関一覧表について、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正します。

◎問合せ　健康福祉課健康増進係　☎（81）1885

訂
正



秋の火災予防運動秋の火災予防運動
令和７年11月9日～15日

期間中壬生町は防災情報伝達システム等による屋外拡声器でお知らせします。（随時）

住宅用火災警報器は設置していますか？住宅用火災警報器は設置していますか？

第45回石橋地区少年消防クラブ防火標語展《秋季最優秀作品》

消防・災害メールは
下記の二次元コード
から登録できます。

下野市・壬生町・上三川町
石橋地区消防団連絡協議会
石橋地区危険物保安協会
石橋地区女性防火クラブ連絡協議会

問合せ先
石橋地区消防組合（代表）
☎０２８５（５３）１１１９

火災と救急・救助
は「119番」
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『火の用心　チェックが肝心　これで安心』
上三川町立明治中学校 ２年 中村葉衣司さん

なかむら は　い　じ

　住宅用火災警報器は消防法・火災予防条例によりすべての住宅に
設置が義務付けられています。寝室や階段の天井、壁面に住宅用火
災警報器を設置して火災が発生した場合の逃げ遅れを防止しましょう。

政府広報オンラインより引用

寝たばこは
絶対にしない、
させない

ストーブの周りに
燃えやすいものを置かない

こんろを使うときは
火のそばを
離れない

コンセントはほこりを清掃し、
不必要なプラグは抜く

火災の発生を防ぐために、
ストーブやこんろ等は
安全装置の付いた機器を使用する

火災の早期発見のために、
住宅用火災警報器を定期的に点検し、
10年を目安に交換する

火災を小さいうちに消すために、
消火器等を設置し、
使い方を確認しておく

お年寄りや身体の不自由な人は、
避難経路と避難方法を常に確保し、
備えておく

防火防災訓練への参加、
戸別訪問などにより、
地域ぐるみの防火対策を行う

火災の拡大を防ぐために、
部屋を整理整頓し、
寝具、衣類及びカーテンは、
防炎品を使用する



水路の生き物を採取している様子
（下稲葉地区）

生き物を同定している様子
（羽生田地区）
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んぼまわりの
　６月７日（土）と９月13日（土）に羽生田地区の「夢・はにしの里協議会」で、７月19日（土）と10月４
日（土）に上稲葉地区の「上稲葉・自然を守る会」で、７月19日（土）に下稲葉地区の「下稲葉・水と緑を
守る会」で、それぞれ生き物調査が行われました。
　この活動は、地元の小学生や保護者、地域の方々に参加してもらう取り組みです。田んぼやその周辺の
水路にどんな生き物が住んでいるかを調べながら、地域の自然環境を守り、さらに良くしていくことを目指
しています。
　子どもたちは網を持って水路に入ると、魚の捕まえ方の指導を受けながら水中の生き物をたくさん採取
しました。その後、アドバイザーから捕獲した生き物についての説明を受け、生き物について勉強しました。
　羽生田地区では、ヨシノボリやオイカワなど、下稲葉地区ではドジョウやタモロコなど、上稲葉地区で
は、カワニナやスジエビなどが観察でき、地域の自然に対する関心が深まる有意義なものとなりました。

　おもちゃ団地の冬の恒例行事「おもちゃ団地チャリティーバザール」がおもちゃ団地と壬生町の記念
事業として特別開催されます。バザールは、おもちゃ団地協同組合加盟の玩具メーカーが、社会貢献と
地域活性化を目的に開催し、クリスマスプレゼントにぴったりな“おもちゃ”などの商品を販売します。
　家族そろって、ぜひ会場へお越しください。
※収益の一部は町の社会福祉のために寄付されます。転売目的の購入は固くお断りします
※駐車場には限りがあります。周辺道路の混雑も予想されるため、時間に余裕を持ってお越しください

採取した生き物について勉強している様子
（上稲葉地区）

11月29日（土）・30日（日）午前９時～午後３時
※雨天決行
壬生町総合公園　陸上競技場
（株）タカラトミーグループ、（株）バンダイグループ、
（株）エポック社グループ、（株）クラウド、
壬生町観光協会、（株）La chic mibu
おもちゃ団地協同組合
壬生町
壬生町観光協会
おもちゃ団地協同組合　☎（86）0331

壬生
IC

県
道
上
田
・
壬
生
線

国
谷
駅

お
も
ち
ゃ
の
ま
ち
駅

チャリティバザール会場

北関
東自
動車
道

会場のご案内

IC

東小

おもちゃ
博物館

至鹿沼市

東
武
宇
都
宮
線

至宇都宮市

至
都
賀

至
栃
木
市

至
み
ぶ
羽
生
田
産
業
団
地

至
下
野
市

至
宇
都
宮
・
上
三
川

至壬生町内

道の駅みぶ
みぶハイウェーパーク

コープ

IC

コンビニ

コンビニ

県
道
宇
都
宮
・
栃
木
線

コンビニ

ドラッグ
ストア

至壬生町内

●日　時

●会　場
●出　店

●主　催
●共　催
●後　援
◎問合せ

～クリスマスも もうすぐそこに！～

生き物調査田田田 生き物調査生き物調査
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・
土
地
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た
。

（
例　
空
き
地
に
太
陽
光
発
電
設
備
を

設
置
し
た
）

・
建
物
（
納
屋
、
倉
庫
、
物
置
、
車
庫
、

土
蔵
、
離
れ
な
ど
も
含
む
）
を
取
り
壊

し
た
。

・
建
物
の
用
途
を
変
更
し
た
。
（
例　

事
務
所
を
住
宅
と
し
て
使
う
こ
と
に
し

た
）

・
登
記
さ
れ
て
い
な
い
建
物
の
所
有
者

を
変
更
し
た
。
（
例　
子
へ
贈
与
し
た
、

建
物
を
売
買
し
た
）

　
右
記
に
該
当
す
る
場
合
は
届
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
書
は
税
務

課
資
産
税
係
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

地
目
変
更
登
記
、
建
物
滅
失
登
記
等

を
し
た
・
法
的
許
可
（
農
地
転
用
許
可

等
）
を
受
け
た
場
合
は
届
出
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

◎
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係　

☎

（
81
）１
８
１
８

　
毎
年
11
月
11
日（
火
）〜
17
日（
月
）は

税
を
考
え
る
週
間

16

◎問合せ　とちぎわんぱく公園管理事務所　☎（86）5855
※各イベントの申込期間・方法については、とちぎわんぱく公園ウェブサイトを確認してください

No. タイトル名 対　象 参加費日　程 時　　間 場　所 定　員

とちぎわんぱく公園イベント情報とちぎわんぱく公園イベント情報とちぎわんぱく公園イベント情報

クリスマスを彩る
マイカップorプレート作り 午前10時～正午 500円ぱなぱな工房 どなたでも

（幼児は親子で）
12/6（土） 16名6

クレイアートで
X’mas飾り

午前10時～正午
午後1時～3時

ぱなぱな工房 どなたでも11/22（土） 各回10名 850円3

11/16（日）‘クリスマスリース’づくり 午前10時～11時30分
午後1時～2時30分

1,100円ぱなぱな工房 どなたでも 各回10名1

和紙ちぎり絵教室 午前10時～正午11/20（木） ぱなぱな工房 毎月参加できる
大人

若干名 教材実費2

花びら星の吊り飾り 午前10時～11時30分
午後1時～2時30分

ぱなぱな工房 どなたでも11/23（日） 各回8名 1,100円4

100円午前10時～11時ヤギと友だちになろう なかよし農園 
ヤギ舎

どなたでも11/30（日） 10組5

親子で「ペン立て」を
作ろう 午前10時～正午 1,000円小学生の親子

（２人１組）12/13（土） 10組７ ぱなぱな工房

受付：ぱなぱ
な工房
活動：園内

鳥を見よう 午前9時～11時45分 無料小学3年生以上12/14（日） 10名８

○
日
時　

定
例
会
予
定　

11
月
28
日

（
金
）〜

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、
11
月
25
日（
火
）頃

ま
で
に
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
お
知

ら
せ
し
ま
す

◎
問
合
せ　
議
会
事
務
局　
☎（
81
）１

８
６
６

　
町
で
は
、
行
政
情
報
、
地
域
・
生
活

情
報
お
よ
び
広
告
で
構
成
す
る
「
く
ら

し
の
便
利
帳
」
を
更
新
し
、
令
和
８
年

５
月
に
発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
冊
子
は
、
町
と（
株
）サ
イ
ネ
ッ

ク
ス
と
の
官
民
協
働
事
業
に
よ
り
、
発

行
費
用
を
地
元
企
業
な
ど
の
広
告
収
入

で
ま
か
な
い
ま
す
。
11
月
よ
り
、
町
と

（
株
）サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
の
担
当
者
が
町
内

の
事
業
所
等
を
訪
問
し
、
広
告
主
を
募

集
す
る
の
で
、
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
合
せ　

・
く
ら
し
の
便
利
帳
の
発
行
に
つ
い
て

総
合
政
策
課
情
報
デ
ジ
タ
ル
係　

☎

（
81
）１
８
１
４

・
広
告
に
関
し
て　
（
株
）サ
イ
ネ
ッ
ク

ス
栃
木
支
店　

☎
０
２
８（
６
３
２
）９

７
１
１

総
合
政
策
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

「
壬
生
町
く
ら
し
の
便
利
帳
」
を

作
成
し
ま
す

議
会
事
務
局
か
ら
の
お
し
ら
せ

議
会
か
ら
の
お
し
ら
せ

税
務
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

土
地
の
利
用
方
法
の
変
更
、
建
物

の
取
り
壊
し
等
を
し
た
と
き
は
届

出
を
お
願
い
し
ま
す



○
安
塚
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
安
塚
１
１
８
０
番
地
２
）

・
実
施
日　
12
月
１
日（
月
）

※

原
則
毎
月
第
１
月
曜
日
に
実
施

○
睦
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
幸
町
一
丁
目
３
番
８
号
）

・
実
施
日　
12
月
16
日（
火
）

※

原
則
毎
月
第
３
火
曜
日
に
実
施

○
壬
生
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
壬

生
甲
３
８
４
３
番
地
１
）

・
実
施
日　
12
月
11
日（
木
）

※

原
則
毎
月
第
２
木
曜
日
に
実
施

○
時
間　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
11

時◎
問
合
せ　
壬
生
町
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
き
か
せ
て
」
会
長

　
佐
藤　
☎（
82
）３
９
０
２　
町
社

会
福
祉
協
議
会　
☎（
82
）７
８
９
９

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地
域

の
皆
さ
ん
が
楽
し
め
る
場
所
で
す
。

ど
な
た
で
も
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に

よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話
等
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
内
容
は
そ
の
日
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
）
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み

な
が
ら
、
ほ
っ
と
ひ
と
息
し
ま
せ
ん

か
。

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
開
催
に
つ

い
て さ 

と
う
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「
税
を
考
え
る
週
間
」で
、テ
ー
マ
は

「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
」

で
す
。
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
特
設
ペ
ー

ジ
を
設
け
、
国
税
局
の
各
種
取
組
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

◎
問
合
せ　
栃
木
税
務
署　
☎（
22
）

０
８
８
５

○
定
期
接
種

　

年
度
内
に
65
、
70
、
75
、
80
、

85
、
90
、
95
、
100
歳
と
な
る
方
お
よ

び
100
歳
以
上
の
方
の
接
種
期
間
は
、

令
和
８
年
３
月
末
ま
で
で
す
。

○
任
意
接
種

　
50
歳
以
上
の
方
で
、
こ
れ
ま
で
に

町
の
助
成
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
方

を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
帯
状
疱
疹

予
防
接
種
（
任
意
）
に
つ
い
て
、
令

和
８
年
度
以
降
の
費
用
助
成
の
実
施

は
未
定
で
す
。

　
接
種
を
希
望
す
る
方
は
早
め
の
接

種
を
お
勧
め
し
ま
す
。
な
お
、
不
活

化
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
１
回
目

か
ら
２
回
目
の
間
隔
を
２
か
月
以
上

空
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
健
康
増
進

係　
☎（
81
）１
８
８
５

　
町
で
は
高
齢
者
の
ち
ょ
っ
と
し
た

困
り
ご
と
を
支
援
す
る
担
い
手
の
育

成
や
地
域
で
の
〝
お
た
が
い
さ
ま
〞

〝
助
け
合
い
〞
の
理
解
促
進
を
目
的

に
、
地
域
さ
さ
え
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　
地
域
の
高
齢
者
の
方
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
手
助
け
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
興
味
の
あ
る
方
な
ど
、
ぜ
ひ
気
軽

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
程

・
１
回
目　
11
月
18
日（
火
）　
介
護

保
険
制
度
に
つ
い
て
、
認
知
症
サ
ポ

ー
タ
ー
養
成
講
座

・
２
回
目　
11
月
25
日（
火
）　
お
互

い
の
よ
り
よ
い
接
遇
に
つ
い
て
（
バ

イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
７
原
則
）
、
価
値

交
流
学
習

・
３
回
目　
12
月
２
日（
火
）　
実
技

（
福
祉
用
具
体
験
な
ど
）
、
今
後
の

活
動
先
に
つ
い
て

※

３
回
目
は
動
き
や
す
い
服
装
と
運

動
靴
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い

○
時
間　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30

分○
場
所　
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
申
込
方
法　
下
記
問
合
せ
先
へ
電

話
申
込

◎
問
合
せ　
町
社
会
福
祉
協
議
会　

☎（
82
）７
８
９
９

壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー　
☎（
86
）３
５
７
９

壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー　
☎（
82
）２
１
１
９

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
者

（
被
災
者
）
の
健
康
支
援
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
あ
れ
か
ら
の
こ
と
、

一
緒
に
話
し
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
原
則
と
し
て
土
日
休
日
を

除
く
毎
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30

分○
場
所　
獨
協
医
科
大
学
看
護
学
部

増
築
棟
73
研
究
室
ま
た
は
獨
協
医
科

大
学
地
域
共
生
協
創
セ
ン
タ
ー
相
談

室○
対
象
者　
福
島
県
か
ら
栃
木
県
内

に
避
難
し
て
い
る
方

○
相
談
方
法　
メ
ー
ル
、
電
話
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
来
校
し
て
の
面
接
相
談
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
相
談
は
無
料
。

◎
問
合
せ　
獨
協
医
科
大
学
地
域
共

生
協
創
セ
ン
タ
ー
（
取
り
つ
ぎ
）　

☎（
87
）２
５
０
８

◆
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を
作
っ
て
玄

関
や
ド
ア
に
飾
ろ
う
！

○
日
時　
11
月
23
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
西
高
野
公
民
館
（
壬
生
乙

２
２
３
３
番
地
）

◆
シ
ル
バ
ー
大
学
校
Ｏ
Ｂ
の
方
々
と

昔
遊
び
や
ゲ
ー
ム
を
や
っ
て
楽
し
も

う
！

○
日
時　
12
月
７
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
北
公
民
館
（
福
和
田
１
５

８
５
番
地
１
１
６
）

《
共
通
事
項
》

○
参
加
費　
無
料

◎
申
込
・
問
合
せ　
〝
フ
レ
ン
ド
〞

岡
本　

☎
０
９
０（
３
３
４
８
）０
９

８
３

　
話
を
聴
い
て
貰
い
た
い
方
、
話
を

聴
い
て
く
れ
る
方
が
い
な
い
方
、
話

を
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
方
、

壬
生
町
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
「
き
か
せ
て
」
が
、
な
ん
で
も
丁

寧
に
聴
き
ま
す
。

　
個
別
対
面
で
、
聴
い
た
内
容
を
他

に
漏
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会

員
は
男
女
あ
わ
せ
て
約
50
名
い
て
、

全
員
傾
聴
ス
キ
ル
を
習
得
し
て
い
ま

す
。
参
加
費
は
無
料
で
、
予
約
な
ど

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
話
を
伺
う
際

に
希
望
等
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
問
合

せ
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
場
所

と
日
時
は
次
の
と
お
り
で
す
。

お し ら せお し ら せ

地
域
さ
さ
え
あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
の
開
催
に
つ
い
て

ま
ち
な
か
保
健
室
こ
ら
ん
し
ょ

主
任
児
童
委
員〝
フ
レ
ン
ド
〞に

よ
る
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ

く
り

「
傾
聴
の
部
屋
」
の
ご
案
内

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

令
和
７
年
度　
帯
状
疱
疹
予
防

接
種
の
費
用
助
成
に
つ
い
て

お
か
も
と

国税庁ウェブサイト
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お し ら せお し ら せ

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
福
来
（
ふ
っ

く
）
ら
」

○
日
時　
11
月
16
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
頃

○
場
所　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

し
も
つ
け
荘　
ホ
ー
ル

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
な
ご
み
」

○
日
時　
11
月
28
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
町
ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
し

の
の
め
公
園
内
）

《
共
通
事
項
》

○
参
加
費　
１
０
０
円

◎
問
合
せ　
町
健
康
福
祉
課
介
護
保

険
係　
☎（
81
）１
８
７
６
・
１
８
７

７
　
壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９

　
壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９ 

　
家
族
を
介
護
す
る
方
が
、
悩
み
や

不
安
を
安
心
し
て
話
し
た
り
、
情
報

交
換
を
す
る
場
と
し
て
、
介
護
者
サ

ロ
ン
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
介
護
者

の
方
同
士
で
自
分
の
体
験
に
つ
い
て

話
し
合
い
、
励
ま
し
あ
い
、
親
睦
を

深
め
る
こ
と
で
、
よ
り
良
い
介
護
を

め
ざ
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

《
活
動
内
容
》

　
介
護
者
サ
ロ
ン
で
は
参
加
者
の
話

を
聞
い
た
り
、
自
分
の
体
験
を
話
し

た
り
し
て
い
ま
す
。
（
自
分
か
ら
話

を
す
る
の
が
苦
手
な
方
で
も
、
話
を

聞
く
、
情
報
を
も
ら
う
こ
と
を
目
的

に
参
加
で
き
ま
す
。
）
ま
た
、
町
職

員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員

も
出
席
し
て
い
る
の
で
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
の
悩
み
な
ど
が
あ
れ

ば
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※

介
護
者
サ
ロ
ン
で
聞
い
た
内
容
を

他
に
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

○
日
時　
12
月
12
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
45
分

○
場
所　
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
参
加
費　
無
料

○
申
込　
12
月
10
日（
水
）ま
で
に
電

話
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
町
健
康
福
祉
課
介
護
保

険
係　
☎（
81
）１
８
７
６
・
１
８
７

７　
　
　
　
　

　
壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９　

　
壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９　

　
町
社
会
福
祉
協
議
会　
☎（
82
）７

８
９
９　
　
　
　
　
　
　

　
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

統
合
失
調
症
患
者
の
家
族
同
士
が
交

流
で
き
る
家
族
交
流
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
参
加
を
希
望
す
る
方
は
下

記
の
問
合
せ
先
に
連
絡
し
て
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

○
講
座
内
容
　

第
２
回
公
開
講
座
（
勉
強
会
）

「
こ
こ
ろ
の
病
を
知
る
」　
講
師　

日
本
精
神
科
看
護
協
会　
栃
木
県
支

部　
鈴
木
太
氏

○
日
時　
12
月
９
日（
火
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分

○
場
所　
栃
木
県
庁
下
都
賀
庁
舎
２

階　
大
会
議
室

○
対
象　
統
合
失
調
症
患
者
の
家
族

○
申
込
締
切　
12
月
３
日（
水
）

◎
申
込
・
問
合
せ　
栃
木
県
栃
木
健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
衛
生
課　
☎

（
22
）４
１
２
１

　
年
齢
を
重
ね
て
も
、
ま
だ
ま
だ
元

気
で
働
き
た
い
意
欲
の
あ
る
60
歳
以

上
の
皆
さ
ん
、
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん

か
？
新
規
会
員
へ
の
入
会
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
の
で
、
関
心
を
持
っ
て

い
る
方
、
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
方

は
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
次
の
日
程
で
は
都
合
が
つ

か
な
い
方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

都
合
の
良
い
日
時
で
の
入
会
説
明
を

行
い
ま
す
。

○
日
時　
12
月
１
日（
月
）午
後
１
時

30
分
〜
（
概
ね
30
分
）

○
場
所　
シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ

研
修
室
（
役
場
庁
舎
西
）

○
入
会
資
格

・
町
内
在
住
で
、
原
則
60
歳
以
上
の

方・
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
（
特

別
な
資
格
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
）

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、

賛
同
す
る
方

○
説
明
会
内
容　
シ
ル
バ
ー
事
業
の

趣
旨
、
概
要
の
説
明
、
入
会
申
込
書

の
記
入
方
法
、
質
疑

○
期
日

・
12
月
10
日（
水
）シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク

プ
ラ
ザ
（
役
場
庁
舎
西
）

・
12
月
17
日（
水
）南
犬
飼
地
区
公
民

館
分
館

○
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
１
時

（
多
少
前
後
す
る
事
が
あ
り
ま
す
）

※

都
合
に
よ
り
、
ど
ち
ら
の
場
所
も

受
付
日
か
ら
２
日
後
以
降
に
シ
ル
バ

ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
で
の
返
却
と
な
り

ま
す

○
料
金　
菜
切
り
包
丁
３
５
０
円
、

出
刃
包
丁
４
５
０
円
、
鎌
２
０
０
円

〜
３
５
０
円
等

※

実
施
会
員
の
状
況
に
よ
り
、
刃
物

の
種
類
に
よ
っ
て
は
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す

※
刃
こ
ぼ
れ
、
サ
ビ
落
と
し
は
割
り

増
し
（
状
況
に
よ
り
１
５
０
円
〜
２

５
０
円
）
と
な
り
ま
す

※

各
日
、
一
人
当
た
り
３
丁
ま
で

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
（
公
社
）壬
生
町
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎（
82
）４
６
８

２
　
普
段
の
生
活
を
快
適
に
過
ご
す
こ

と
の
出
来
る
安
全
で
安
心
な
社
会
を

目
指
し
、
交
通
安
全
や
防
犯
へ
の
意

識
を
高
め
る
た
め
壬
生
町
安
全
・
安

心
町
民
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時　
11
月
29
日（
土
）午
後
２
時

〜○
場
所　
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生

中
央
公
民
館
）

○
内
容

・
小
中
学
生
の
交
通
安
全
・
防
犯
作

品
展
示
お
よ
び
表
彰
式

・
自
転
車
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
体

験
コ
ー
ナ
ー

・
交
通
安
全
母
の
会
に
よ
る
バ
ル
ー

ン
ア
ー
ト
・
交
通
安
全
ガ
チ
ャ

※

申
込
不
要

　
本
町
に
お
け
る
児
童
・
生
徒
の
登

校
時
、
歩
行
者
等
の
通
行
の
安
全
と

令
和
７
年
度　
第
５
回
介
護
者

サ
ロ
ン
の
開
催
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
精
神
障
害
者
家
族

会
に
つ
い
て

会
員
募
集
中（
入
会
説
明
会
）

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ

刃
物
研
ぎ
に
つ
い
て

す
ず 

き
ふ
と
し

交
通
指
導
員
を
募
集
し
ま
す

生
活
環
境
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

壬
生
町
合
併
70
周
年
記
念

第
19
回
壬
生
町
安
全
・
安
心
町

民
大
会
開
催
に
つ
い
て



住
民
の
交
通
安
全
意
識
お
よ
び
交
通

安
全
行
政
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、

壬
生
町
交
通
指
導
員
設
置
要
綱
等
に

基
づ
き
、
交
通
指
導
員
を
募
集
し
ま

す
。

○
職
種　
交
通
指
導
員
（
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
）

○
募
集
人
数　
２
名

○
業
務
内
容　
児
童
・
生
徒
の
登
校

時
の
安
全
な
誘
導
・
交
通
安
全
に
つ

い
て
の
広
報
活
動
の
推
進
等

○
勤
務
時
間　
原
則
と
し
て
児
童
・

生
徒
の
登
校
日　
午
前
７
時
〜
８
時

○
勤
務
場
所　
町
内

○
報
酬　
４
８
，
０
０
０
円
／
月

○
受
験
資
格　
普
通
運
転
免
許
証
を

持
っ
て
い
る
方

○
申
込
方
法　
履
歴
書
（
市
販
の
も

の
に
記
載
）
を
提
出

○
申
込
期
間　
11
月
４
日（
火
）〜
12

月
26
日（
金
）　
（
役
場
閉
庁
日
は
除

く
）※

郵
送
の
場
合
は
、
12
月
26
日

（
金
）必
着

○
受
付
時
間　
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時

○
任
期　
令
和
８
年
４
月
１
日
〜
令

和
12
年
３
月
31
日
（
任
期
４
年　
再

任
可
）
。
任
期
中
ま
た
は
委
属
時
に

70
歳
に
達
す
る
方
に
つ
い
て
は
そ
の

年
度
末
ま
で
（
任
期
１
年　

再
任

可
）。

○
試
験
内
容　
筆
記
試
験
・
面
接
試

験
（
試
験
日
程
に
つ
い
て
は
後
日
連

絡
し
ま
す
。
）

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
生
活
環
境
課
く
ら
し
安

心
係　
☎（
81
）１
８
２
６

　
お
な
じ
み
の
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
作
家

や
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
出
店
、
ク
リ

ス
マ
ス
を
テ
ー
マ
に
、
合
唱
団
Ｃ
ｌ

ｅ
ｆ
に
よ
る
聖
歌
隊
や
、
吹
奏
楽
団

Ａ
ｌ
ｂ
ａ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ

ゼ
ン
ト
の
購
入
に
も
お
勧
め
で
す
。

キ
ャ
ン
ド
ル
と
灯
り
が
彩
る
、
心
あ
た

た
ま
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
ひ
と
と
き
を
。

○
日
時　
12
月
21
日（
日
）午
前
11
時

〜
午
後
７
時

○
場
所　
町
城
址
公
園

※

駐
車
場
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
公

共
交
通
機
関
の
利
用
等
を
お
願
い
し

ま
す

◎
問
合
せ　

Lady_like_m
arcé

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
メ
ッ
セ
ー
ジ

○
時
間
額　
１
，
０
６
８
円

　
す
べ
て
の
労
働
者
と
使
用
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
（
令
和
７
年
10
月
１

日
発
効
）

　
塗
料
製
造
業
を
除
く
特
定
最
低
賃

金
は
当
面
の
間
、
栃
木
県
最
低
賃
金

が
適
用
に
な
り
ま
す
。

◎
問
合
せ　
栃
木
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室　

☎
０
２
８（
６
３
４
）９

１
０
９　
ま
た
は
栃
木
労
働
基
準
監

督
署　
☎（
２４
）７
７
６
６

　
ミ
ド
ル
世
代
の
求
職
者
で
正
社
員

を
目
指
す
方
な
ど
を
対
象
に
、
企
業

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
会
を
開
催
し
ま
す
。

参
加
費
無
料
、
服
装
自
由
、
当
日
参

加
可
。

○
日
時　
12
月
４
日（
木
）午
後
２
時

〜
４
時
30
分

○
場
所　
宇
都
宮
市
立
南
図
書
館　

サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
ホ
ー
ル

○
主
催　
栃
木
県

○
対
象
者　
概
ね
35
〜
59
歳
の
正
社

員
を
目
指
す
方
等

○
参
加
企
業　
約
20
社

○
そ
の
他　
詳
細
は
下
記
二
次
元
コ

ー
ド
よ
り
事
業
委
託
先
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
（
株
）ワ
ー
ク
エ
ン
ト
リ

ー
（
県
事
業
委
託
先
）
☎
０
２
８

（
６
１
２
）８
６
４
３

　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
、

次
の
二
つ
の
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧

し
ま
す
。
こ
れ
ら
都
市
計
画
の
案
に

つ
い
て
意
見
の
あ
る
方
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
縦
覧
期
間
中
に
、
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
提
出
さ

れ
た
意
見
書
の
要
旨
は
、
都
市
計
画

審
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

○
宇
都
宮
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に

つ
い
て
（
栃
木
県
決
定
）

（
１
）
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案　

　
宇
都
宮
都
市
計
画
道
路
の
変
更　

３
・
３
・
９
０
１
号　
お
も
ち
ゃ
の

ま
ち
下
古
山
線

（
２
）
変
更
す
る
土
地
の
区
域　
　

　
壬
生
町
大
字
壬
生
丁
お
よ
び
お
も

ち
ゃ
の
ま
ち
一
丁
目
の
各
一
部

（
３
）
案
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
意
見

書
提
出
期
間　
11
月
４
日（
火
）〜
18

日（
火
）（
土
日
を
除
く
）　
平
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

○
宇
都
宮
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
に
つ
い
て

（
栃
木
県
決
定
）

（
１
）
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案　

　
宇
都
宮
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
（
宇
都
宮

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

（
２
）
対
象
と
な
る
区
域

　
壬
生
町
の
全
部

（
３
）
案
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
意
見

書
提
出
期
間　
11
月
21
日（
金
）〜
12

月
５
日（
金
）（
土
日
、
祝
日
を
除

く
）　
平
日　
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

○
意
見
書
の
提
出
方
法

　
意
見
書
を
提
出
す
る
方
は
、
意
見

書
に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
職

業
、
意
見
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
明
記
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
出
期

間
内
に
提
出
先
に
持
参
も
し
く
は
郵

送
ま
た
は
栃
木
県
電
子
申
請
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
案
の
縦
覧
場
所
、
意
見
書
の
提
出

先
お
よ
び
問
合
せ

・
県
都
市
政
策
課
計
画
担
当　
☎
０

２
８（
６
２
３
）２
４
６
５

・
県
栃
木
土
木
事
務
所
（
案
件
に
よ

り
問
合
せ
部
署
が
異
な
り
ま
す
）

　
宇
都
宮
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に

つ
い
て　
整
備
第
一
課　
☎（
23
）３

４
３
４

　
宇
都
宮
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
に
つ
い
て

　
企
画
調
査
課　
☎（
23
）３
５
９
３

・
町
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係　
☎

（
81
）１
８
５
３

19

栃
木
県
の
最
低
賃
金
に
つ
い
て

ミ
ド
ル
世
代
の
と
ち
ぎ
お
仕
事

フ
ェ
ス
参
加
者
募
集

お し ら せお し ら せ

商
工
観
光
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

壬
生
町
合
併
70
周
年
記
念

ウ
ィ
ン
タ
ー
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

マ
ル
シ
ェ
の
開
催
に
つ
い
て

栃木労働局最低賃金
特集ページ

都
市
計
画
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
に
つ
い
て



20

お し ら せお し ら せ

○
入
居
者
募
集
住
宅

○
入
居
申
込
資
格

・
現
在
同
居
し
て
い
る
、
ま
た
は
同

居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
方

（
３
か
月
以
内
に
結
婚
、
同
居
す
る

婚
約
者
を
含
む
）
町
営
住
宅
に
単
身

で
入
居
を
希
望
す
る
方
で
も
、
一
定

の
条
件
を
満
た
せ
ば
申
込
み
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
問
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
方
（
自
己
都
合
、
入
居
予
定

の
方
が
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
場
合

は
原
則
と
し
て
申
込
む
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
）

・
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

・
暴
力
団
員
で
な
い
方
（
同
居
者
も

含
む
） 

・
所
定
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し

た
世
帯
全
員
の
所
得
額
が
次
の
金
額

以
下
で
あ
る
方

◇
世
帯
全
員
の
月
あ
た
り
所
得

一
般
世
帯　
１
５
８
，
０
０
０
円
以

下裁
量
階
層
世
帯※
　
２
１
４
，
０
０

０
円
以
下

※

障
が
い
者
、
未
就
学
児
の
い
る
世

帯
な
ど

○
申
込
方
法　
11
月
10
日（
月
）以
降

に
建
設
課
住
宅
係
で
本
人
と
入
居
要

件
を
確
認
し
、
入
居
申
込
書
を
お
渡

し
し
ま
す
（
土
日
祝
を
除
く
）
。

　
入
居
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
受
付
期
間
中
に
建
設
課
住
宅
係
ま

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間　
11
月
10
日（
月
）〜
19

日（
水
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
日
祝
を
除
く
）

申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
11
月
20
日

（
木
）午
前
10
時
か
ら
抽
選
会
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

・
入
居
資
格
な
ど
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
お
渡
し
す
る
入
居
申
込
案
内

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
入
居
日
は
12
月
以
降
に
な
り
ま
す

（
事
務
手
続
き
の
都
合
に
よ
り
前
後

す
る
可
能
性
有
）
。

・
入
居
の
際
に
は
、
家
賃
２
か
月
分

の
保
証
金
と
連
帯
保
証
人
１
名
（
町

内
に
居
住
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
県

内
に
居
住
し
て
い
る
親
族
）
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

◎
問
合
せ　
建
設
課
住
宅
係　

☎

（
81
）１
８
４
９

　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
は
、
様
々
な

補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
補
助
金
を
活
用
す
れ
ば
、
リ
フ
ォ

ー
ム
費
用
を
抑
え
て
、
よ
り
快
適
で

安
全
な
住
ま
い
づ
く
り
を
実
現
で
き

ま
す
。

　
補
助
制
度
は
国
が
実
施
す
る
も
の
、

町
が
実
施
す
る
も
の
、
ま
た
、
補
助

だ
け
で
な
く
減
税
や
融
資
制
度
も
あ

り
ま
す
。
活
用
す
る
制
度
に
よ
り
申

請
者
や
窓
口
が
異
な
る
た
め
、
施
工

箇
所
や
工
事
内
容
を
明
確
に
し
、
施

工
業
者
や
各
窓
口
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

○
よ
く
あ
る
質
問

Ｑ　
屋
根
や
外
壁
塗
装
工
事
は
補
助

の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

Ａ　
屋
根
、
外
壁
塗
装
の
み
で
は
補

助
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
断
熱
改

修
や
耐
震
改
修
の
一
部
と
し
て
屋
根
、

外
壁
を
補
強
す
る
工
事
で
あ
れ
ば
、

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
近
年
、
「
補
助
金
が
出
る
」
「
助

成
金
が
使
え
る
」
と
、
外
壁
塗
装
の

契
約
を
迫
る
業
者
に
関
す
る
相
談
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
で
契

約
を
せ
ず
、
必
ず
家
族
や
信
頼
で
き

る
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

Ｑ　
業
者
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
す
か
。

Ａ　
町
で
業
者
の
紹
介
は
し
て
い
ま

せ
ん
。
栃
木
県
建
設
業
許
可
業
者
一

覧
や
ウ
ェ
ブ
検
索
、
広
告
等
か
ら
探

し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
令
和
８
年
１
月
11
日（
日
）

　
受
付　
午
前
９
時
〜
９
時
45
分　

　
式
典
・
記
念
写
真
撮
影
等　
午
前

10
時
〜
正
午

○
場
所　
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生

中
央
公
民
館
）
大
ホ
ー
ル

○
対
象　
平
成
17
年
４
月
２
日
〜
平

成
18
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

○
案
内
状　
９
月
下
旬
に
「
案
内
は

が
き
」
を
郵
送
し
ま
し
た
。

※
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
な
い

方
で
、
本
町
で
の
出
席
を
希
望
す
る

場
合
に
は
問
合
せ
先
ま
で
連
絡
し
て

く
だ
さ
い

〈
申
し
出
事
項
〉
氏
名
、
生
年
月
日
、

住
所
、
電
話
番
号
、
世
帯
主
名
、
卒

業
し
た
中
学
校
名

　
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
と
オ
カ
リ
ナ

演
奏
、
壬
生
少
年
少
女
合
唱
団
の
合

唱
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

を
開
催
し
ま
す
。
心
温
ま
る
ク
リ
ス

マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
師
走
の
忙
し

さ
を
忘
れ
る
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま

せ
ん
か
。
乳
児
か
ら
大
人
ま
で
ど
な

た
で
も
入
場
で
き
ま
す
。

○
日
時　
12
月
14
日（
日
）午
後
２
時

〜
３
時
30
分

○
場
所　
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生

中
央
公
民
館
）
中
ホ
ー
ル

○
内
容　
・
男
女
共
同
参
画
の
視
点

を
持
っ
た
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
（
お

は
な
し
ア
ラ
イ
グ
マ
）　
・
オ
カ
リ

ナ
演
奏　
・
合
唱
（
壬
生
少
年
少
女

合
唱
団
）

○
対
象　
ど
な
た
で
も
（
２
０
０

席
）

○
入
場
料　
無
料
（
申
込
不
要
）

○
そ
の
他　
授
乳
や
お
む
つ
替
え
の

部
屋
と
し
て
、
２
階
の
和
室
を
開
放

し
ま
す
。

○
主
催　
町
教
育
委
員
会

個
人
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
制

度
に
つ
い
て

建
設
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

町
営
住
宅
入
居
者
募
集（
４
部
屋
）

お し ら せお し ら せ

住　宅 棟 階数 間取り家賃（円）

（駅東町4－24）
壬生駅まで徒歩約５分

下台団地

（壬生丁281）
国谷駅まで徒歩約７分

ひばりヶ丘団地

備　　考

　駐車場は１世帯に１台です。

　給湯器・浴槽・風呂釡・エア
コン・ガス台・居室照明器具は
ありません。

　家賃はあくまで予定です。
　家賃算定の結果この範囲外
になる可能性もあります。

　家賃のほか共益費がかかり
ます。

　家賃の金額は、所得によっ
て決まります。

14,500～
21,600円

４号棟
１階
２階

3Ｋ
（54.9㎡）

２号棟
12,700～
18,900円

４階
3K

 (49.9㎡)

15,800～
23,500円

２号棟 １階
3Ｋ

（54.9㎡）

詳細はこちら

生
涯
学
習
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

第
77
回
壬
生
町
二
十
歳
の
集
い

の
ご
案
内

男
女
共
同
参
画
推
進
講
座
〜
絵

本
と
音
楽
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス

コ
ン
サ
ー
ト
〜
開
催
に
つ
い
て



21

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習

係　
☎（
81
）１
８
７
３　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）

０
９
３
５

メ
ー
ル  gakusyu@

tow
n.m
ibu.

tochigi.jp

　
ク
リ
ス
マ
ス
会
は
12
月
12
日（
金
）

か
ら
、
12
月
19
日（
金
）に
実
施
日
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

　
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
持
っ
て
き
ま
す
！
ぜ
ひ
遊
び
に
来

て
ね
。

○
開
催
日　
12
月
19
日（
金
）午
前
10

時
〜
11
時
30
分

○
場
所　
生
涯
学
習
館　
講
堂

○
対
象　
未
就
園
児
と
保
護
者

○
参
加
費　
無
料

◎
問
合
せ　
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ

「
ポ
ケ
ッ
ト
」　
岡
本
☎（
82
）０
９

８
３　
田
野
井
☎（
83
）５
９
３
０

○
日
時　
12
月
27
日（
土
）午
前
９
時

30
分
〜
11
時
30
分　
（
受
付
は
午
前

９
時
〜
）

○
場
所　
南
犬
飼
地
区
公
民
館
分
館

※

開
催
場
所
が
例
年
と
異
な
る
た
め

注
意
し
て
く
だ
さ
い

○
参
加
資
格　
町
内
在
住
の
小
中
高

生
お
よ
び
町
に
通
学
の
高
校
生

○
募
集
人
数　
先
着
50
名

○
参
加
費　
５
０
０
円
（
当
日
納

入
）　

※

用
紙
お
よ
び
記
念
品
代
を

含
む

○
課
題　
冬
休
み
の
宿
題
に
な
っ
て

い
る
「
書
初
め
」
の
課
題
。
（
栃
木

県
書
写
書
道
教
育
研
究
会
主
催
の
書

初
め
）

※

終
了
後
に
参
加
者
全
員
で
書
道
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
い
ま
す
（
課
題

は
現
在
検
討
中
）

○
申
込
方
法　
12
月
10
日（
水
）ま
で

に
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
申
込
み

○
持
ち
物　
書
初
め
用
下
敷
き
、
大

筆
、
小
筆
、
墨
液
、
文
鎮
等
書
道
用

具
一
式
と
新
聞
紙
10
枚
程
度

※

書
初
め
用
の
手
本
と
用
紙
は
主
催

者
側
で
用
意
し
ま
す

○
作
品
提
出　
ひ
と
り
１
点
提
出

○
作
品
展
示　
令
和
８
年
１
月
６
日

（
火
）〜
20
日（
火
）城
址
公
園
ホ
ー
ル

（
中
央
公
民
館
）
ロ
ビ
ー

○
主
催　
壬
生
町
新
春
書
初
め
席
書

大
会
実
行
委
員
会

○
共
催　
壬
生
町
教
育
委
員
会
、
壬

生
町
文
化
協
会

◎
問
合
せ　
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
中

央
公
民
館
）　
☎（
82
）０
１
０
８　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）０
０
４
２

　
ブ
レ
ッ
ク
ス
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

ス
ク
ー
ル
の
下
、
技
術
向
上
を
目
指

し
楽
し
く
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
楽

し
み
ま
し
ょ
う
！

○
日
時　
11
月
29
日（
土
）午
後
１
時

〜
３
時
（
受
付
午
後
０
時
30
分
〜
）

○
場
所　
壬
生
町
総
合
運
動
場　
体

育
館

○
募
集
人
員　
60
名
（
ボ
ー
ル
持

参
）

○
参
加
資
格　
町
内
在
住
お
よ
び
近

隣
市
町
の
ジ
ュ
ニ
ア
（
小
学
生
）

○
参
加
費　
会
員
１
０
０
円　
非
会

員
２
０
０
円

○
申
込
期
間　
11
月
１
日（
土
）〜
11

月
20
日（
木
）

◎
申
込
・
問
合
せ　
ゆ
う
が
お
ス
ポ

ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局
（
町
総
合
運
動

場
管
理
棟
内
）　

☎（
51
）６
０
２
２

　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
51
）２
９
４
３

メ
ー
ル　

yuugaosc@
cc9.ne.jp

　
町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
と
親

睦
を
は
か
る
た
め
、
標
記
の
と
お
り

大
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
主
催　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

協
会

○
実
施
日　
12
月
３
日（
水
）

※

小
雨
延
期
（
午
前
８
時
に
決
定
し

ま
す
）　

延
期
の
場
合
は
、
12
月
５

日（
金
）に
実
施
予
定

○
会
場　
町
総
合
運
動
場
Ｂ
グ
ラ
ウ

ン
ド

○
集
合
締
切
時
刻　
午
前
８
時
30
分

（
遅
刻
し
た
場
合
は
参
加
で
き
ま
せ

ん
。
）

○
参
加
資
格　
町
内
在
住
の
方

○
申
込
方
法　
当
日
会
場
に
て
受
付

○
参
加
料　
３
０
０
円
（
協
会
登
録

者
は
無
料
）

○
協
会
へ
の
登
録　
年
間
会
費
３
，

５
０
０
円
（
町
協
会
費
２
，
０
０
０

円
、
県
協
会
費
１
，
０
０
０
円
、（
公

社
）日
本
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協

会
費
５
０
０
円
）

○
持
参
品　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

用
品
（
持
っ
て
い
な
い
方
は
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
）

◎
問
合
せ　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
協
会　

会
長　

井
上
昌
英　

☎

（
86
）１
８
１
６

　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
部
で
は
、
誰
に
で
も

楽
し
め
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
70

歳
か
ら
89
歳
の
会
員
50
名
が
、
毎
週
、

日
・
火
・
金
曜
日
に
定
期
練
習
を
実

施
し
、
年
７
回
練
習
の
成
果
を
確
認

す
る
た
め
大
会
を
開
催
し
健
康
増
進

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
は
、

狭
い
場
所
で
も
手
軽
に
ゴ
ル
フ
の
爽

快
感
を
体
験
で
き
る
唯
一
の
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
ぜ
ひ
、
体
験
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
11
月
23
日（
日
）、
25
日

（
火
）、
28
日（
金
）午
前
９
時
〜
11
時

○
会
場　
町
総
合
公
園
陸
上
競
技
場

北
側
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ

場○
服
装　
運
動
が
で
き
る
服
装
で
帽

子
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

○
用
具　
必
要
な
用
具
（
ク
ラ
ブ
・

ボ
ー
ル
・
マ
ッ
ト
）
は
貸
し
出
し
ま

す
。

○
参
加
対
象　
町
内
在
住
の
方
（
中

学
生
以
上
）

○
参
加
費　
無
料

○
申
込
方
法　
11
月
18
日（
火
）ま
で

に
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局
（
総
合

運
動
場
体
育
館
内
）　
☎（
82
）２
３

４
５
に
電
話
ま
た
は
窓
口
で
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
町
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー

ド
ゴ
ル
フ
協
会　

大
塚
孝
次　

☎

（
82
）１
０
５
８　

長
井
孝
治　

☎

（
82
）２
８
９
６

親
子
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
実
施
日

変
更
に
つ
い
て

令
和
７
年
度　
第
６
回
町
民
グ

ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
参
加

者
募
集

第
２
回
タ
ー
ゲ
ッ
ト・バ
ー
ド
ゴ

ル
フ
体
験
会
の
開
催
に
つ
い
て

い
の
う
え
ま
さ
ひ
で

お し ら せお し ら せ

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
か
ら
の

お
し
ら
せ

ゆ
う
が
お
ミ
ニ
バ
ス
ケ

ッ
ト
ボ
ー
ル
ス
ク
ー
ル

参
加
者
募
集

お
か
も
と
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　図書館では、スタッフ・ボランティアによる子ど
も向けの読み聞かせを開催しています。

おはなし会11・12月の日程

　11月1日・8日・15日・22日・29日
　12月6日・13日・20日・27日
　いずれも土曜日　午前10時～10時30分
※12月20日（土）は「クリスマスおはなし会」（要申
込）を午前10時から開催します
○場　所　町立図書館２階　児童室

おはなしひろば

親子おはなし会

出張カフェ

ぬいぐるみおとまり会

図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ

（０･１･２才向け）
　11月６日・20日・12月18日
　いずれも木曜日　午前10時～10時30分
「赤ちゃんタイム」
　午前10時～正午は、小さなお子さんと家族が、図
書館でゆっくりと過ごすことができる時間です。
○場　所　町立図書館１階　赤ちゃん絵本コーナー

　毎月第２・第４土曜日に町立図書館前にヨシノハ
コーヒーが出店します。自家焙煎豆を使った珈琲で、
皆さんもほっと一息つきませんか。
※日程が変更になる場合があります
※図書館内では、１階の雑誌コーナー、２階のバル
コニー・休憩コーナーで飲むことができます
○日　時　11月８日（土）・22日（土）
　　　　　午前10時～午後３時
○場　所　図書館入口前

　みんなのおうちのぬいぐるみが、図書館の中を大
冒険！
○日　時　11月16日（日）午前11時～11時30分
○場　所　町立図書館２階　児童室
○対　象　３歳～小学生
※小学校３年生以下は必ず保護者同伴でお願いします
○定　員　６名（先着順）
○参加費　無料
○申　込　11月１日（土）午前９時より図書館カウン
　　　　ターにて申込み。電話での受付は正午より可。
○持ち物　ぬいぐるみまたは人形１つ
※返却は、11月22日（土）・23日（日）

○移動図書館（BM）11月の日程
壬生北小学校
睦小学校
羽生田小学校
壬生東小学校
稲葉小学校
藤井小学校

午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～２時
午後１時～２時

4日（火）
6日（木）
13日（木）
14日（金）
20日（木）
21日（金）

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時25日（火）

安塚小学校 午後１時～３時26日（水）

○移動図書館（BM）12月の日程
壬生北小学校
睦小学校
羽生田小学校
藤井小学校
稲葉小学校
安塚小学校
壬生東小学校

午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～２時
午後１時～２時
午後１時～２時
午後１時～３時
午後１時～３時

9日（火）
10日（水）
11日（木）
12日（金）
16日（火）
17日（水）
19日（金）

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時23日（火）

特別整理期間による休館のおしらせ
　町立図書館は、12月１日（月）～12月５日（金）の間、
特別整理期間のため休館となります。
・12月１日（月）休館日
・12月２日（火）～12月５日（金）特別整理期間
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「宮澤賢治を読む‐PART3」
2022年・2024年に続く第３弾！

○日　時　11月30日（日）午後２時～４時
○場　所　町立図書館２階　会議室　　 
○朗　読　図書館読書ボランティア「おはなしアラ
　　　　イグマ」
○定　員　25名（先着順）　　　
○申　込　11月15日（土）午前９時より、図書館カウ
　　　　ンターまたは電話にて申込んでください。

大人のための朗読会

図書館ウェブサイト 公式Ｘ

◎問 合 せ　壬生町立図書館（指定管理者（株）図書館流通センター）
　　　　　　☎（82）8543
○開館時間　午前９時～午後７時
○休 館 日　月曜日（祝日の場合は開館、夏休み期間中は休館日なし）
　　　　　　年末年始、特別整理期間 URL　https://www.library.mibu.tochigi.jp/



○日　時　12月６日（土）　
　　　　①午前９時30分～10時20分（１歳程度～
　　　　あんよができるお子さん）
　　　　②午前10時30分～11時20分（生後４か月
　　　　程度～１歳程度のあんよがまだのお子さん）
○場　所　町保健福祉センター１階　
○講　師　大橋光子氏
○対　象　町内在住未就学児親子
○定　員　①②各10組程度 
○参加費　無料
○申　込　11月１日（土）～申込フォームより
○持ち物　水分補給用飲み物・汗ふきタオル
※動きやすい服装でお越しください
◎問合せ　子育て支援センターつばめ
　　　　　☎（86）0132（午前９時～午後４時30分）

　児童館をはじめて利用する親子を応援します
○日　時　11月25日（火）～28日（金）午前10時～11時
　　　　　期間内であればいつでも受付けます。
○内　容　利用案内・読み聞かせ・自由遊び
○対　象　はじめて児童館を利用する親子（町内在住）
○申　込　不要
※来館時に初めての来館であることを伝えてください
○持ち物　水分補給用飲み物・タオル等

はじめての児童館

児童館からのおしらせ児童館からのおしらせ

　パパとお子さんで楽しく触れあいながら体を動か
してみませんか？
　パパの体力づくり、健康維持のためにもおすすめ
です。一緒に共有する
親子の幸せ時間を過ご
しましょう！この日は
パパに任せて、ママは
ゆっくりするのもいい
ですね。

子育て支援センター
からのおしらせつばめつばめ

「父と子のフィットネス教室」
参加者募集

おおはしみつ こ
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　小物づくりをきっかけに子育て・ママ友づくりを
応援します。
○時　間　①午前９時45分～10時45分　４組
　　　　　②午前10時45分～11時45分　４組
○内　容　クラフトタイム・読み聞かせ・自由遊び
○対　象　未就園児親子　８組（町内在住）

【牛乳パックの小物入れ】
○日　付　11月21日（金）
○参加費　無料
○申　込　11月１日（土）～
　　　　　申込フォームより

【クリスマス　スノードーム】
○日　付　12月５日（金）
○参加費　100円
○申　込　11月17日（月）～
　　　　　申込フォームより

　11月29日（土）午後１時～４時はみぶまち・獨協健
康大学Ｂグループの活動「地域の人達のつながりを
盛上げよう！」というイベントが開催されるため、ホー
ル・図書室はイベント参加者のみ利用できます。

≪共通事項≫
○場　所　児童館
◎問合せ　壬生町児童館　☎（82）7388
　　　　　（午前８時30分～午後５時）

マミータイム

児童館の利用について



24

各　　種　　相　　談各　　種　　相　　談
お し ら せ

人権特設相談

その他

相談内容

場　所

日　時

役場　103会議室 

12月9日（火）午後１時30分～３時30分

相談無料・秘密厳守
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

「人権特設相談」
12月の人権週間にあわせて、人権擁護委員に
よる「人権特設相談所」を開設します。
　皆さんの毎日の生活の中で、「これは人権
問題ではないだろうか？」と感じたり、「ど
こに相談すればいいのだろう？」と思い悩む
ことがあれば、気軽に相談してください。人
権擁護委員が皆さんとともに問題解決のため
の方法を考えます。

【栃木県】女性やシニア等の求職者対象
個別相談会

申 込 み
問 合 せ

場 　 所

対　象

日 　 程

役場　102会議室

内　容

11月21日（金）午前10時～午後3時50分
（1人50分）

電話・FAX・メール・二次元
コードのいずれかでの申込み
（氏名、年齢、住所、電話番
号、メールアドレス）
（株）ワークエントリー栃木事業部
（宇都宮市松が峰2-4-7）
☎028（612）8643　FAX028（612）8645
メール　shuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp

就職活動（応募書類や面接等）やライフプラ
ンなどの悩み事を一緒に考えてみましょう。

・結婚、出産、育児などで仕事から離れたが
再度働きたい方
・定年で退職したがまだまだ働きたい方
・現在働いていないが新たに働きたい方
・今後のライフプランや職業選択で迷ってい
る方　等

・定員５名　費用は無料
・主催／栃木県・壬生町

心配ごと特別相談（弁護士無料相談）

（福）町社会福祉協議会　☎（82）7899

その他

対　象

申込方法

場　所

日　時

※相談無料
国が設立した法律相談機関『法テラス栃木』
もご利用ください。　☎0570（078）374

町内在住　各回５名（先着順）
同一の内容の相談は一回限り
電話申込
11月10日（月）
午前８時30分～

12月８日（月）
午前８時30分～

11月13日（木）
午前10時～正午

12月11日（木）
午前10時～正午

申込み
問合せ

町保健福祉センター２階　録音室

その他

人権・行政相談

その他

相談内容

場　所

日　時

役場　103会議室

「人権相談」
　ひとりで悩んでいませんか？
　毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場での嫌が
らせ、虐待、DVなどで思い悩むことがある場合、
人権擁護委員に人権相談をすることができます。
「行政相談」
　医療保険、年金、道路等、行政についての
苦情、要望等。
　相談員は本町の下記行政相談委員。
　相田喜久夫 氏　☎（82）0603
　粂川　元一 氏　☎（86）3869

11月20日（木）午後１時30分～３時30分

相談無料・秘密厳守　気軽に相談してください。
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み・問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

あい だ  き  く  お

くめかわ    もといち

壬生町公式LINE配信中！
毎週金曜日の正午に壬生町から皆さんの暮らしに役立つ情報を発信しています。
URL、二次元コードどちらからでも追加できます。　　　https://lin.ee/hv5VBNy

友だち募集中

多重債務者無料相談会
日　時
場　所
対象者
内　容
申込方法
その他
問合せ

11月27日（木）午後1時～5時
栃木県庁研修館
県内在住の多重債務者
面談による法律（債務整理）相談および心の健康相談（定員４名）
11月20日（木）までに、下記へ電話で申込み
相談無料
県くらし安全安心課　☎028（623）3242
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お し ら せ

相続、遺言、農地転用、開発行為等の手続き

行政書士相談

相談内容

日　時

役場　103会議室

申込方法
電話予約受付（先着順）

対　象 町内在住者

場　所

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

相談員 行政書士

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
し
ら
せ

　
「
海
外
か
ら
突
然
、
身
に
覚
え
の
な
い
衣
類
や

雑
貨
な
ど
が
入
っ
た
荷
物
が
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ

て
い
た
」
等
の
相
談
が
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
配
送
伝
票
の
送
り
主
は
無

記
名
で
、
送
付
状
や
請
求
書
が
同
封
さ
れ
て
い
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

海
外
か
ら
身
に
覚
え
の
な
い
荷
物
が

届
い
た
！！

　
ま
ず
、
次
の
2
点
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
本
人
に
限
ら
ず
、
家
族
や
友
人
を
含
め
て
本
当

に
注
文
し
た
覚
え
が
な
い
か
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
で
購
入
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
届
い
て
い
な
い
商
品
は
な
い
か
。

　
荷
物
が
未
開
封
で
あ
る
場
合
、
受
け
取
り
拒
否

が
可
能
か
ど
う
か
、
配
送
業
者
に
事
情
を
説
明
し

て
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
届
い
た
商
品
が
い
わ
ゆ
る

模
倣
品
だ
っ
た
場
合
な
ど
、
中
身
に
よ
っ
て
、
海

外
の
発
送
元
へ
返
品
す
る
行
為
は
関
税
法
上
の
問

題
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
誤
配
送
を
理
由
に
後
日
送
り
主
か
ら
商

品
の
返
還
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、

全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
海
外
か
ら
届

い
た
商
品
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
誤

配
送
の
可
能
性
も
考
え
て
、
安
易
に
返
送
す
る
こ

と
は
避
け
、
一
定
期
間
保
管
す
る
の
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。
身
に
覚
え
の
な
い
荷
物
で
あ
れ
ば
、
代

金
を
請
求
さ
れ
て
も
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
不
安
に
思
っ
た
場
合
や
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場

合
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
合
せ
　
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎（
82
）１
１
０
６

ト
ラ
ブ
ル
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

11月26日（水）
午後２時～４時

12月24日（水）
午後２時～４時

11月４日（火）
午前８時30分～

12月１日（月）
午前８時30分～

１回の相談時間は30分です。

相続全般ほか「相続登記義務化」、おひとり様
や認知症に備えた生前対策、ほか法律相談

司法書士相談

相談内容

日　時

役場　103会議室

申込方法
電話予約受付（先着順）

対　象 町内在住者

場　所

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

相談員 司法書士

11月19日（水）
午後２時～４時

12月17日（水）
午後２時～４時

11月４日（火）
午前８時30分～

12月１日（月）
午前８時30分～

１回の相談時間は30分です。

消費生活相談

対　象
相談員

日　時

消費生活相談員

月～金曜日
（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時 

町内在住者
申込み
問合せ 町消費生活センター　☎（82）1106

場　所 町消費生活センター（役場庁舎内）

税理士会栃木支部の無料相談会

その他

日　時

参加費無料　30分ごとの予約制
午前9時30分～正午、午後1時30分～4時
合計10人

11月14日（金）

問合せ
11月11日（火）までに下記まで電話予約
関東信越税理士会栃木支部事務局　☎（24）4861
（午前10時～正午、午後１時～３時）

場　所 栃木税務署２階（栃木市河合町１-29）
対　象 町内在住の方



壬生町防災行政無線システムについて

総務課消防防災係　☎（81）1808壬生町防災行政無線に関するお問合せは

　役場にて放送した拡声子局からの案内と同じ内容を、携
帯電話やパソコンなどにメールで配信します。
　事前登録が必要ですので、次により登録ください。登録
方法は、携帯電話・パソコンなどから右記二次元コードや
下記ＵＲＬへアクセスしてください。
・URL　http://www.bousai-mibu.jp/mail/pub/

二次元コード

防災メールの配信放送内容の確認（電話応答装置）

☎（82）9000

　「放送されていることに途中で気付いた」
「風が強くて放送内容がよく聞こえなかった」
という場合は、次の番号に電話すると放送内容
を聞くことができます。

　心に不安がある方や悩み、ストレスがある方に対してLINEを使用した相談を
行っています。

日・月・水曜日　午後６時～10時
本相談は「LINEアプリ」を使用します。 
二次元コードを読み取るか、URLを入力して、登録してください。 
URLはこちら→https://l in.ee/mEQ70Cr

相談時間
相談方法

こころの相談@とちぎこころの相談@とちぎ

日　　時

相談内容
相談番号

毎日　　 　午後４時～９時
毎月10日　午前８時 ～ 翌日11日
　　　　　 午前８時の24時間

日　　時

相談内容

平日　午後５時 ～ 翌朝８時30分
土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
24時間
緊急に必要な精神医療相談自殺予防相談

いのちの電話 救急医療相談電話

☎0570（666）990

いのちの電話 救急医療相談電話いのちの電話 救急医療相談電話精神科自殺予防 精神科自殺予防

相談番号☎0120（783）556
通話料金
無料

※発熱やせき・息切れ、強いだるさ（倦怠感）などの症状がある場合は、直接受診する前に、医療機関に電話相
談し、指示を受けてください

平日（月～土曜日）

休日（日曜日・祝日・年末年始）

◆栃木地区急患センター　栃木市境町27-15　☎（22）8699

診療日時

午後７時～10時　内科のみ

内　科　午前９時～午後９時
外　科　午前９時～午後５時
小児科　午後６時～９時

※受付は、診療時間終了30分前までに済ませてください

◆『とちまる救急安心電話相談』
月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3344　プッシュ回線＃7119

月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3511　プッシュ回線＃8000

大人について子どもについて

急な病気やけがについて、経験豊富な看護師が相談に応じます。

◆壬生町在宅当番医　午前９時～午後５時

※受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください
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（86）1517
（82）0242
（82）8522
（82）7576
（86）3966
（82）7877
（86）6624
（81）0880
（82）5800

おもちゃのまち内科クリニック
陣 内 医 院
大 橋 内 科 ク リ ニ ッ ク
か と う 小 児 科
グ リ ー ン ク リ ニ ッ ク
石田消化器科・内科クリニック
福井セントラルクリニック
大 久 保 ク リ ニ ッ ク
壬 生 東 診 療 所

電話番号住　　所診療科目病　　院　　名日　付
内科
内科・小児科
内科・小児科
内科・小児科
内科
内科
内科・小児科
内科
内科

（日）
（月）
（日）
（日）
（日）
（月）
（日）
（日）
（日）

11月2日
11月3日
11月9日
11月16日
11月23日
11月24日
11月30日
12月7日
12月14日

幸町2－11－2
本丸1－7－10
福和田1003－1
落合3－7－30
緑町3－9－15
壬生丁259-7
おもちゃのまち2ー4ー8
落合3－4－7
藤井1285－14



土

月

日

12月
1

5
6
7
8
9
10

3

12
13
14
15

16
17

19

22
23
24

20

26

水

木

27

4

21

2

18

25

11

月

火

日

28
29

金

30

こども（行事名） おとな（行事名）日 曜

おっぱい相談（10：00～保健福祉センター）

おしゃべりカフェ（10：00～保健福祉センター）
マミータイム（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室　なかよしルーム・きらきらコース（10：00～児童館）
10ヶ月乳児健診（13：00～保健福祉センター）

未就園児親子対象教室　なかよしルーム・にこにこコース（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室　なかよしルーム・きらきらコース（10：00～児童館） 
３歳児健診（12：50～保健福祉センター）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課） 
シルバー人材センター入会説明会（13：30～壬生町シルバーワークプラザ　研修室）

シルバー人材センター　刃物研ぎ（9：00～シルバーワークプラザ　役場庁舎西）
10、11月分上下水道料金納期限（納付書）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課） 
集団健診（7：30～南犬飼地区公民館分館）

人権・行政相談（13：30～本庁103会議室）

ママと赤ちゃんの相談室（10：00～保健福祉センター） 
はじめての児童館（10：00～児童館）

ようこそひよこへ（10：00～保健福祉センター） 
はじめての児童館（10：00～児童館）
４ヶ月乳児健診（13：00～保健福祉センター）

子育て講話会「パパとママの子育て分担」（10：00～保健福祉センター） 

成長記録会・ベビーチャピー（９：30～保健福祉センター） 
はじめての児童館（10：00～児童館）
成長記録会・チャピー（９：30～保健福祉センター） 
はじめての児童館（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室　なかよしルーム・にこにこコース（10：00～児童館）

おっぱい相談（10：00～保健福祉センター）

両親学級（9：30～保健福祉センター）
父と子のフィットネス教室（9：30～保健福祉センター）

クリスマス観劇会（合同）（10：30～保健福祉センター２F）

はじめての児童館（10：00～児童館）

１歳６ヶ月乳児健診（12：50～保健福祉センター）

成長記録会（ベビーチャピー合同）（9：30～子育て支援センターつばめ）

シルバー人材センター　刃物研ぎ（9：00～南犬飼地区公民館　分館）

土

水

木

月

火

日

土

土

金

金

木

日

月

水

火

月

日

金

木

水

火

集団健診（7：30～保健福祉センター）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課） 
集団健診（7：30～南犬飼地区公民館分館）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課）

イベントの開催状況については、町の公式ウェブサイトを
確認するか、各担当課にお問合せください。11月16日～12月15日

11月

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります（詳細は県ウェブサイト参照）
◎問合せ　教育委員会事務局生涯学習課（☎（８1）1873）

毎月第３日曜日は
ふれあい育む
　　　　家庭の日
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●国民健康保険税…………………………５期
●介護保険料………………………………５期
●後期高齢者医療保険料…………………５期
 　　　　　　　　　　納期限12月１日（月）

11月の
納税等



11月号広報みぶ No.798
令和７年11月１日発行

環境保護のため再生紙を使用しています。

発行人／壬生町役場  〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1　編集／総務部総合政策課情報デジタル係
　　　　☎0282（81）1814　FAX0282（28）6718　壬生町公式ウェブサイト　https://www.town.mibu.tochigi . jp

【まちのうごき】●総人口 37,993人（＋8）　男 18,839人（＋12）　女 19,154人（－4）　●総世帯 16,799（＋11） （　）内は前月比　令和７年９月末現在

次回は１月生まれのアイドルを募集します。 11月12日（水）締切り

【必要事項】

【申込方法】

【申 込 先】

【備　　考】

　氏名（ふりがな）（複数のアイドルが写っている場合はそれぞれ分か
るように明記してください）、保護者名、生年月日、住所、電話番号
　町公式ウェブサイトの、わが家のアイドル入力フォーム
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014122100034/
から申込みができます
役場総合政策課、稲葉・南犬飼出張所、
子育て支援センターでも受付けています。
壬生町総務部総合政策課情報デジタル係
〒321-0292　壬生町大字壬生甲3841-１
メール　sougo@town.mibu.tochigi.jp
・壬生町在住の９歳以下（一緒に写っているお子さん含む）
に限ります。
・複数の写真を１枚にする、ぼかす、エフェクトを加えるなどの加工はしないでください。
・一度掲載した写真は原則掲載できません。
・写真は掲載後、原則返却できません。
・町子育てサイトのトップページにも写真のみ掲載します。

 詩織ちゃん
（R5.1.25生）

し おり

 梁島 涼太くん
（H28.11.22生）

やなしま  りょうた

天下谷 梨里花ちゃん
（H28.11.4生）

あま が   い     り   り   か

わが家の
アイドル
わが家の
アイドル
わが家の
アイドル

要くん
（R3.3.29生）

かなめ

野口 誉くん
（R4.11.26生）

の ぐち ほまれ

八木澤 巧人くん
（R5.11.7生）

や  ぎ  さわ  たく  と

本澤 采弥ちゃん
（R1.11.4生）

ほんざわ  あ や み

石津 心暖ちゃん
（R6.11.22生）

いし つ     こ は る

上田 美緒ちゃん
（H28.11.7生）

うえ だ      み   お

鈴木 糸ちゃん
（R6.11.22生）

すず き    いと

「令和７年度『社会を明るくする運動』in みぶ」開催
　８月９日（土）、城址公園ホール（壬生中央公民館）において、「令和７年度『社会を明るくする運動』i nみぶ」を開催
しました。
　「社会を明るくする運動」とは、犯罪や非行の防止とあやまちを犯した人の立ち直りを考え、安全で安心な地
域社会を築こうという全国的な運動です。
　第１部式典では、中島祐司宇都宮保護観察所長より、本運動推進委員会会長の小菅町長へ、内閣総理大臣から
国民の皆さんに向けたメッセージが伝達されました。第２部では、第74回社会を明るくする運動作文コンテスト
入賞者２名による作文朗読発表、第３部では、栃木警察署生活安全課長の中村純一さんから闇バイトに関する講
話と、ダルク女性シェルターとちぎ施設長の不動めぐみさんから依存症について講話がありました。
　当日は、学生ボランティアや保護司など多くの方の協力がありました。また、栃木刑務所の協力により、会場
ロビーでは刑務所で受刑者が作成した製品の販売を行いました。日頃は特定の場所でしか販売されていない品
を、来場した方々の手に取ってもらえる機会となりました。
　町では、「社会を明るくする運動」として、下野保護区保護司会壬生町分区と壬生町更生保護女性会による啓
発活動などが展開されています。
第１部　式典　メッセージ伝達式の様子

第３部　講演会

栃木警察署生活安全課長中村さんによる講演 ダルク女性シェルターとちぎ施設長不動さんによる講演

第２部　社会を明るくする運動作文コンテスト入選作品朗読発表

おちあい の  あ

小学生の部　最優秀賞
（第74回 “社会を明るくする運動” 
推進委員会委員長賞）

落合乃愛さん

中学生の部　優秀賞
（栃木県保護司会連合会長賞）

新井陽菜乃さん
あら い　ひ　な　の

 ん の 場み な 広

なかむらじゅんいち

左から　中島宇都宮保護観察所長　小菅町長

ふ  どう

なかじまゆうじ
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